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（通話以外の通信の取扱い） 

第４条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして

取り扱います。 

（注）当社は、別記９（電話帳の掲載省略）に規定する通話については、通話以

外の通信を通話とみなして取り扱いません。 

（通話以外の通信の取扱い） 

第４条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして

取り扱います。 

（料金及び工事に関する費用） 

第69条 （略） 

２ （略） 

３ 当社が提供する電話番号案内の料金は、第100条（番号案内料の支払義務）に

規定する番号案内料とし、料金表第４表（番号案内料）に定めるところにより

ます。 

（注） （略） 

（料金及び工事に関する費用） 

第69条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

（注） （略） 

（電話帳の発行） 

第98条 当社は、別記７から13に定めるところにより、電話帳の発行を行いま

す。 

（電話帳の発行） 

第98条 当社は、別記11に定めるところにより、電話帳の発行を行います。 

（電話番号案内） 

第99条 当社は、当社が付与した電話番号若しくは電話番号以外の番号又は当社

が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号（以下「電話番号

等」といいます｡)の案内（以下「電話番号案内」といいます｡)を行います。 

（注１）電話帳への掲載を省略されているもの（契約者から案内を行ってほしい

旨の請求があるもの及び当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サ

ービスの番号のうちその協定事業者から案内を行ってほしい旨の請求がある

ものを除きます。）については、電話番号等の案内は行いません。 

（注２）電話番号案内において、１回の利用で問合せを行うことができる電話番

号等の数は、当社が別に定める数以内とします。 

（注３）本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、ＮＴＴドコモビジネス

株式会社並びに別記33に規定する端末系事業者、中継事業者及び携帯・自動

車電話事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。 

 

第99条 削除 

 

（番号案内料の支払義務） 

第100条 契約者は、電話番号案内を利用したとき（その契約者回線の契約者以外

の者が利用した場合を含みます。）は料金表第４表（番号案内料）に規定する番

号案内料の支払いを要します。 

 ただし、料金表第４表に別段の定めがある場合は、その定めるところにより

ます。 

 

第100条 削除 
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（相互接続番号案内に係る料金の取扱い） 

第101条 相互接続点を介して行われる電話番号案内（協定事業者の電気通信設備

から利用するものに限ります。以下「相互接続番号案内」といいます｡)の料金

は、その番号案内と他社相互接続通話（協定事業者が行う手動による電話番号

案内を含みます。）とを合わせて定めるものとし、その相互接続番号案内に係る

協定事業者（その相互接続番号案内が２以上の協定事業者に係るものであると

きは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この条において同じとしま

す。）の契約約款等に定めるところによります。 

２ 相互接続番号案内の料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、

その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 

 

第101条 削除 

（番号情報の提供） 

第101条の２ 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情

報（第98条（電話帳の発行）及び第99条（電話番号案内）の規定により電話帳

掲載及び電話番号案内を省略することとなった契約者回線の情報を除きます｡）

をいいます。以下この条において同じとします｡）について、番号情報データベ

ース（番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいま

す。以下この条において同じとします。）に登録します。 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番

号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限り

ます｡）に提供することについて、同意していただきます。 

（番号情報の提供） 

第101条の２ 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内に必要な当

社が別に定める情報をいいます。以下この条において同じとします｡）につい

て、番号情報データベース（番号情報を収容するために当社が設置するデータ

ベース設備をいいます。以下同じとします。）に登録します。 

 

 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番

号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社及び当社が別に定める

者に限ります｡）に提供することについて、同意していただきます。 

 

 

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は

相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の

番号情報を利用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供しま

す｡ 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関

するガイドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号

情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提

供を停止する措置を行います。 

 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める情報は、別記８に定めるところ

によります。 
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（注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内

の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が

提供します。 

（注２）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内

の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が

提供します。 

（注３）当社が番号情報を利用して提供する電話帳は、別記11に定めるところに

よります。 

（注４）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関

するガイドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号

情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提

供を停止する措置を行います。 

 

別記 

１ 

～ （略） 

６ 

７ 電話帳の種類 

⑴ 当社が発行する電話帳は、職業別電話帳（タウンページ）とします。 

⑵ 職業別電話帳（タウンページ）には、次の区分があります。 

別記 

１ 

～ （略） 

６  

７ 削除 

 

 区  分 内     容      

 タウンページウェブ版 ウェブサイト上で閲覧ができるもの      

 タウンページ冊子版 タウンページウェブ版の掲載内容のうち当社が

別に定める職業区分に掲載内容を限定して 紙

媒体により発行するもの 
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８ 電話帳の普通掲載 

⑴ 電話帳には、加入電話（料金表第１表第１（基本料金）に規定する利用種

別が住宅用のものを除きます。）について、電話番号又は追加番号等この約款

の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号（以下別記８から13にお

いて「電話番号等」といいます。）１番号ごとに当社が別に定めるところによ

り、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。 

ア 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の氏名、名称又は

称号のうち１ 

イ 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の職業（当社が別

に定める職業区分によるものとします｡)のうち１ 

ウ 契約者回線の終端のある場所（加入電話契約者又はその加入電話契約者

が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契

約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求

のあった場所） 

⑵ 当社は、⑴の規定により掲載される電話番号等及びその他事項について、

当社が別に定める期日までに加入電話契約者から請求された内容に基づき掲

載します。 

⑶ 当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑷ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 

８ 番号情報の登録 

⑴ 番号情報データベースには、加入電話（料金表第１表第１（基本料金）に

規定する利用種別が住宅用のものを除きます。）について、電話番号又は追加

番号等この約款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号（以下別

記８から13において「電話番号等」といいます。）１番号ごとに当社が別に定

めところにより、その電話番号等と次の事項を登録します。 

ア 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の氏名、名称又は

称号 

イ 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の職業（当社が別

に定める職業区分によるものとします｡) 

ウ 契約者回線の終端のある場所（加入電話契約者又はその加入電話契約者

が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契

約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求

のあった場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、番号

情報データベースに登録しないことがあります。 

ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。 

イ 利用休止中のものであるとき。 

⑶ 加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている 

場合であって、番号情報データベースに登録する番号情報としてその端末設

備の種類について当社が別に定める記号等を登録することについて加入電話

契約者の承諾が得られないときは、番号情報データベースに登録しません。 

⑷ 当社は、⑵及び⑶に規定する場合のほか、加入電話契約者から請求があっ

たときは、番号情報データベースに登録しません。 
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９ 電話帳の掲載省略 

⑴ 当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、別記 

８（電話帳の普通掲載）の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略するこ

とがあります。 

ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。 

イ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定に基づき電話番号を変更した

場合であって、その電話番号を変更した日から起算して１年を経過していな

いものであるとき。 

ウ 利用休止中のものであるとき。 

⑵ 国又は地方公共団体が加入電話契約者である場合には、電話帳への掲載を

省略することがあります。 

⑶ 加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている

場合であって、別記８⑴のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の

種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載することについ

て加入電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略しま

す。 

⑷ 当社は、⑴から⑶に規定する場合のほか、当社が別に定める期日までに加

入電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。 

⑸ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定により電話番号を変更した日 

から起算して１年を経過した場合において、加入電話契約者から申出があっ 

たときは、その電話番号を電話帳に掲載します。 

９ 削除 

10 電話帳の重複掲載 

⑴ 当社は、加入電話契約者から、普通掲載のほか、別記８（電話帳の普通掲 

載）に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、当社が別に定

めるところにより、重複掲載として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又 

は商品名による掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

⑵ 当社は、重複掲載又は重複掲載の廃止の請求について、当社が別に定める

期日まで受け付けます。 

⑶ 当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑷ 加入電話契約者は、⑴の請求をし、その承諾を受けたときは、タウンペー

ジウェブ版に掲載するごとに料金表第３表（重複掲載料）に規定する料金の

支払いを要します。 

⑸ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 

10 削除 
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11 電話帳の発行 

⑴ 当社は、掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める期日に発行しま

す。 

⑵ タウンページウェブ版は、当社が別に定めるウェブサイト上において公開

します。 

11 電話帳の種類等 

⑴ 当社が閲覧に供する又は配布する職業別電話帳（タウンページ）には、次

の区分があります 

 

 

     区  分 内     容  

     タウンページウェブ版 当社が別に定めるウェブサイト上で閲覧ができ

るもの 

 

     タウンページ冊子版 タウンページウェブ版の掲載内容のうち当社が

別に定める職業区分に掲載内容を限定した紙媒

体によるもの 

 

     備考 

１ 当社は、当社が別に定める期日以降に加入電話契約者から請求があっ

たときは、その電話番号が掲載される地域のタウンページ冊子版を１の

加入電話契約ごとに、１部配布します。 

２ １の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、加入電

話契約者から請求があった場合に限り配布します。 

３ 当社は、１又は２の規定にかかわらず、次の場合は、タウンページ冊

子版を配布しないことがあります。 

ア その加入電話の契約者回線が利用休止中であるとき。 

イ 在庫部数が無くなったとき。 

 ４ 当社は、新たな職業別電話帳（タウンページ）の発行は行いません。 

 

  

 ⑵ 当社は、当社が別に定める者に対し、点字電話帳を提供します。 

12 電話帳の配布 

⑴ 当社は、当社が別に定める期日以降に加入電話契約者から請求があったと

きは、その電話番号が掲載される地域のタウンページ冊子版を１の加入電話

契約ごとに、１部配布します。 

⑵ ⑴の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、加入電話契

約者から請求があった場合に限り配布します。 

⑶ 当社は、⑴又は⑵の規定にかかわらず、次の場合は、タウンページ冊子版

を配布しないことがあります。 

ア その加入電話の契約者回線が利用休止中であるとき。 

イ 発行月の初日から起算して18ヶ月が経過したとき。 

ウ 在庫部数が無くなったとき。 

13 その他の電話帳 

当社は、別記７（電話帳の種類）の規定にかかわらず、当社が別に定めるそ

の他の電話帳を提供します。 

12 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 削除 
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14 

～ （略） 

20の３  

14 

～ （略） 

20の３  

20の４ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であ

った場合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第70条（基本

料金の支払義務）から第76条（線路設置費の支払義務）までの規定、第81条

（相互接続通話の料金の取扱い）の規定、第100条（番号案内料の支払義務）の

規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の

支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の

規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用（当社が請求した料金又

は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事

に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。）の支

払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがありま

す。 

21 

～ （略） 

36 

20の４ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であ

った場合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第70条（基本

料金の支払義務）から第76条（線路設置費の支払義務）までの規定、第81条

（相互接続通話の料金の取扱い）の規定その他この約款の規定により料金表に

定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも

過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に

関する費用（当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定

により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされ

ている額との差額を含みます。）の支払いを要します。ただし、当社が別に定め

る場合は、請求しないことがあります。 

 

21 

～ （略） 

36 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

13 

 （消費税相当額の加算） 

14 第70条（基本料金の支払義務）から第76条（線路設置費の支払義務）までの規定、

第81条（相互接続通話の料金の取扱い）の規定、第100条（番号案内料の支払義務)の

規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払い

を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額

とします。 

 ただし、国際通話に係る料金及び公衆電話の電話機等から行う通話（当社が別に定

める付加機能を利用して行う通話及び当社が別に定める相互接続通話を除きます｡)に

係る料金については、この限りでありません。 

15 （略） 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

13 

 （消費税相当額の加算） 

14 第70条（基本料金の支払義務）から第76条（線路設置費の支払義務）までの規定、

第81条（相互接続通話の料金の取扱い）の規定その他この約款の規定により料金表に

定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金

表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、国際通話に係る料金及び公衆電話の電話機等から行う通話（当社が別に定

める付加機能を利用して行う通話及び当社が別に定める相互接続通話を除きます｡)に

係る料金については、この限りでありません。 

 

15 （略） 
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第１表 料金（重複掲載料、番号案内料、質権の設定等に関する手数料、テレホンカードに

よる支払充当手数料及び附帯サービスの料金を除きます｡) 

 第１ 

～ （略） 

第３ 

第１表 料金（質権の設定等に関する手数料、テレホンカードによる支払充当手数料及び附

帯サービスの料金を除きます｡) 

第１ 

～ （略） 

第３ 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに 500円(税込価格 550円) 

第３表 削除 

  

第４表 番号案内料 

１ 適用 

第４表 削除 

 区  分 内         容   

 ⑴ 昼間、夜間及

び深夜・早朝の

料金額の適用 

「昼間」、「夜間」及び「深夜・早朝」とは、次の時間帯をい

います。 

区  分 時 間 帯 

昼  間 午前８時から午後７時までの間 

夜  間 午後７時から午後11時までの間 

深夜・早朝 午前０時から午前８時まで及び午後11時から

午後12時までの間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 視覚障害者等

が利用する場合

の番号案内料の

免除 

ア 当社は、電話番号案内を利用する者が、次の各号のいずれ

かに該当する者であって、あらかじめ当社にその旨を申し出

られた者（ＮＴＴ東日本株式会社に申し出られた者を含みま

す。）である場合において、当社が別に定めるところにより電

話番号案内を利用するときは、２（番号案内料の額）の規定

にかかわらず、その支払いを免除します。 

(ア) 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第15条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付を受

けている者をいいます。以下同じとします。）であって、当

社が別に定める基準に該当する視覚障害、聴覚障害若しくは

音声機能、言語機能若しくはそしやく機能の障害がある者又

は戦傷病者（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）

第４条第１項又は第２項の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者をいいます。以下同じとします。）であって、

障害の程度が当社が別に定める基準に該当する視力の障害、

聴力の障害若しくは音声機能、言語機能若しくはそしやく機

能の障害がある者 
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  (イ) (ア)に規定する者のほか、次のいずれかの障害がある身

体障害者又は戦傷病者 

① 身体障害者については、当社が別に定める基準に該当す

る肢体不自由のうち、上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による運動機能障害 

② 戦傷病者については、当社が別に定める基準に該当する

上肢の障害 

(ウ) 知的障害者（療育手帳制度について（昭和48年厚生省発

児第156号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制

度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいま

す。以下同じとします。） 

(エ) 精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同

じとします。） 

  

  イ アの規定により番号案内料の支払いを免除された者（以下

「番号案内料免除者」といいます。）は、次のことを守ってい

ただきます。 

(ア) アの(ア)から(エ)に規定する者に該当しなくなった場

合、又は住所等あらかじめ申し出られた内容に変更があった

場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。 

(イ) 自己以外の者が不正に番号案内料を免れることができる

ような措置をとらないこと。 

(ウ) その他番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを適

正に運用するために必要な限りにおいて当社がとる措置に従

っていただくこと。 

ウ 当社は、番号案内料免除者がイの規定に違反した場合に

は、アに規定する番号案内料の支払義務の免除に関する取扱

いを取りやめることがあります。この場合において、当社

は、あらかじめ免除の取扱いを取りやめる旨及びその理由を

番号案内料免除者に通知します。 

エ 当社は、アの規定により当社に番号案内料の免除を申し出

られた者について、ＮＴＴ東日本株式会社が番号案内料を適

用するために必要な情報を通知します。 
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  （注１）本欄アの(ア)に規定する当社が別に定める基準に該当

する視覚障害、聴覚障害又は音声機能、言語機能若しくは

そしやく機能の障害は、身体障害者福祉法施行規則（昭和

25年厚生省令第15号）別表第５号に規定する視覚障害、聴

覚障害又は音声機能、言語機能若しくはそしやく機能の障

害とし、当社が別に定める基準に該当する視力の障害、聴

力の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしやく機能の

障害は、恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表の２

に規定する重度障害の程度が特別項症から第６項症までに

該当する視力の障害、聴力の障害又は音声機能、言語機能

若しくはそしやく機能の障害とします。 

（注２）本欄アの(イ)の①に規定する当社が別に定める基準に

該当する肢体不自由は、身体障害者福祉法施行規則別表第

５号に規定する障害の級別が１級又は２級に該当する肢体

不自由とします。 

（注３）本欄アの(イ)の②に規定する当社が別に定める基準に

該当する上肢の障害は、恩給法別表第１号表の２に規定す

る重度障害の程度が特別項症から第２項症までに該当する

上肢の障害とします。 

  

 ⑶ 番号案内料に

関するその他の

減免 

電話番号案内を利用した場合であって、次の各号のいずれかに

該当するときは、その番号案内料の支払いを要しません。この

場合、既にその番号案内料が支払われているときは、その番号

案内料を返還します。 

ア 別記15（緊急通報用電話の電話番号）に規定する電話番号

並びに音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する第４

種サービスの契約者回線番号及び追加番号の問合わせに対

し、電話番号案内をしたとき。 

イ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 

  

 ⑷ その他の取扱

い 

１ 当社が別に定める付加機能を利用して契約者回線に係る電

話番号以外の電話番号等を通知して番号案内を利用したとき

の番号案内料は、その通知した電話番号等に係る契約者回線

に適用します。 

２ 番号案内料に関するその他の取扱いについては、通話料金

に準ずるものとします。 

（注）１に定める当社が別に定める付加機能は、代表番号通知

機能及び追加番号通知機能とします。 
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２ 番号案内料の額  

 区         分 単  位 番号案内料の額   

 ⑴ 案内を受け

付けた時刻が

昼間、夜間の

とき。 

ア １料金月につき１電話

番号等までのもの 

１電話番号等

ごとに 

60円 

(税込価格 66円) 

  

 イ １料金月につき１電話

番号等を超えるもの 

１電話番号等

ごとに 

90円 

(税込価格 99円) 

  

 ⑵ 案内を受け付けた時刻が深夜・早朝のと

き。 

１電話番号等

ごとに 

150円 

(税込価格 165円) 

  

  

 附 則（令和８年３月25日企営第155500000890号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

（番号案内の終了） 

２ 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している番号案

内（104番）の提供を終了することとします。 

 （職業別電話帳発行の終了） 

３ 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により発行している職業別

電話帳（タウンページ）等の発行を終了することとします。 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により発行したタウンページ冊子版につ

いては、掲載地域別の最終版の発行月の初日から起算して18か月間において、加入電

話契約者から希望があった場合に限り配布します。 

５ タウンページウェブ版の掲載は、令和９年８月31日をもって終了することとしま

す。 

 （経過措置） 

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



総合ディジタル通信サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

目次 

第１章 

～ （略） 

第12章  

第13章 雑則 

第67条 

～ （略） 

第75条 

第76条 電話帳 

第77条 番号案内 

第77条の２ 番号情報の提供 

第78条 （略） 

第79条 （略） 

第14章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 重複掲載料 

第４表 （略） 

別表 （略） 

附則 

目次 

第１章 

～ （略） 

第12章  

第13章 雑則 

第67条 

～ （略） 

第75条 

第76条 電話帳 

第77条 削除 

第77条の２ 番号情報の提供 

第78条 （略） 

第79条 （略） 

第14章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 削除 

第４表 （略） 

別表 （略） 

附則 

（番号案内） 

第77条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又

は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内（以下「番

号案内」といいます。）を行います。 

２ 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約

約款第99条（電話番号案内）から第101条（相互接続番号案内に係る料金の取扱い）の

規定に準じて取扱います。 

（注）本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、ＮＴＴドコモビジネス株式会社

並びに別記21に規定する端末系事業者、中継事業者及び携帯・自動車電話事業者の

うち、当社が別に定める協定事業者とします。 

 

第77条 削除 
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（番号情報の提供） 

第77条の２ 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な情報（第76条

（電話帳）及び第77条（番号案内）の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略する

こととなった契約者回線の情報を除きます｡）をいいます。以下この条において同じと

します｡）について、番号情報データベース（番号情報を収容するために当社が設置す

るデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。）に登録します。 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内

を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限ります｡）に提供

することについて、同意していただきます。 

（番号情報の提供） 

第77条の２ 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な当社が別に定

める情報をいいます。以下この条において同じとします｡）について、番号情報データ

ベース（番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以

下同じとします。）に登録します。 

 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内

を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社及び当社が別に定める者に限りま

す｡）に提供することについて、同意していただきます。 

 

 

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接

続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利

用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します｡ 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 

（注４）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める情報は、別記６に定めるところにより

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します 

（注３）当社が番号情報を利用して提供する電話帳は、別記６に定めるところによりま

す。 

（注４）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 
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別記 

１ 

～ （略） 

５ 

６ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳（以下「電話帳」とい

います。）に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。 

⑵ 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービ

スの加入電話の場合に準ずるものとします。 

⑶ 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表（重複

掲載料）に規定する料金の支払いを要します。 

７ 

～ （略） 

24 

別記 

１ 

～ （略） 

５ 

６ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき提供される電話帳（以下「電話帳」とい

います。）に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。 

⑵ 番号情報及び電話帳に関する取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合

に準ずるものとします。 

 

 

７ 

～ （略） 

24 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 料金（重複掲載料及び附帯サービスに関する料金を除きます。） 

第１ 

～ （略） 

第３ 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 料金（附帯サービスに関する料金を除きます。） 

第１ 

～ （略） 

第３ 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに 500円(税込価格 550円) 

第３表 削除 

 附 則（令和８年３月25日企営第155500000890号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

（番号案内の終了） 

２ 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している番号案

内（104番）の提供を終了することとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



音声利用 IP通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

目次 

第１章 

～ （略） 

第９章 

第10章 雑則 

第43条 

～ （略） 

第51条 

第52条 電話帳の発行 

第53条 番号案内 

第54条 番号情報の提供 

第55条 （略） 

第56条 （略） 

第11章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 重複掲載料 

第４表 （略） 

附則 

目次 

第１章 

～ （略） 

第９章 

第10章 雑則 

第43条 

～ （略） 

第51条 

第52条 電話帳の発行 

第53条 削除 

第54条 番号情報の提供 

第55条 （略） 

第56条 （略） 

第11章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 削除 

第４表 （略） 

附則 

  

（番号案内） 

第53条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又

は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内（以下「番

号案内」といいます｡）を行います。 

２ 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約

款第99条（電話番号案内）から第101条（相互接続番号案内に係る料金の取扱い）の規

定に準じて取り扱います。 

（注）番号案内の利用に当たっては、接続契約者回線等から「104」をダイヤルして行う

通信の発信に際して、その接続契約者回線等に係る契約者回線番号又は追加番号

（着信課金番号を除きます。）を通知していただきます。 

 

第53条 削除 

 



新旧対照 

旧 新 
 

（番号情報の提供） 

第54条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な情報（第52条（電

話帳の発行）及び第53条（番号案内）の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略す

ることとなった第１種契約、第２種契約及び第４種契約に係る情報を除きます。）をい

います。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベース（番号

情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条にお

いて同じとします。）に登録します。 

２ 契約者は、当社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を

行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限ります。）に提供す

ることについて、同意していただきます。 

（番号情報の提供） 

第54条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な当社が別に定める

情報をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベー

ス（番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下同

じとします。）に登録します。 

 

 

２ 契約者は、当社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を

行うことを目的とする電気通信事業者等（当社及び当社が別に定める者に限ります。）

に提供することについて、同意していただきます。 

 

 

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接

続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利

用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 

（注４）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 

（注１）本条第1項に規定する当社が別に定める情報は別記５に定めるところによりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 

（注３）当社が番号情報を利用して提供する電話帳は、別記５に定めるところによりま

す。 

（注４）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 



新旧対照 

旧 新 
 

別記 

１ 

～ （略） 

４ 

５ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳（以下「電話帳」とい

います。）に第１種契約者及び第２種契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載

します。 

⑵ 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービ

スの加入電話の場合に準ずるものとします。 

⑶ 第１種契約者及び第２種契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたとき

は、料金表第３表（重複掲載料）に規定する料金の支払いを要します。 

５の２ 

～ （略） 

６ 

６の２ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場

合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32条（基本料金の

支払義務）から第35条（工事費の支払義務）までの規定、第53条（番号案内）の規定

その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要

するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表

に定める料金又は工事に関する費用（当社が請求した料金又は工事に関する費用の額

とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要する

ものとされている額との差額を含みます。）の支払いを要します。ただし、当社が別に

定める場合は、請求しないことがあります。 

７ 

～ （略） 

17 

別記 

１ 

～ （略） 

４ 

５ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき提供される電話帳（以下「電話帳」とい

います。）に第１種契約者及び第２種契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載

します。 

⑵ 番号情報及び電話帳に関する取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合

に準ずるものとします。 

 

 

５の２ 

～ （略） 

６ 

６の２ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場

合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32条（基本料金の

支払義務）から第35条（工事費の支払義務）までの規定その他この約款の規定により

料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額より

も過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関す

る費用（当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金

表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額

を含みます。）の支払いを要します。 

ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。 

７ 

～ （略） 

17 



新旧対照 

旧 新 
 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

11 

 （消費税相当額の加算） 

12 第32条（基本料金の支払義務）の規定から第35条の２（線路設置費の支払義務）の

規定、第53条（番号案内）の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又

は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額

に消費税相当額を加算した額とします。 

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

（注１） 

～ （略） 

（注３） 

13 （略） 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

11 

 （消費税相当額の加算） 

12 第32条（基本料金の支払義務）の規定から第35条の２（線路設置費の支払義務）の

規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払い

を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額

とします。 

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

（注１） 

～ （略） 

（注３） 

13 （略） 

第１表 料金（重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます｡) 

第１類 

～ （略） 

第３類 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます｡) 

第１類 

～ （略） 

第３類 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに 500円(税込価格 550円) 

第３表 削除 

 附 則（令和８年３月25日企営第155500000890号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

（番号案内の終了） 

２ 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している番号案

内（104番）の提供を終了することとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



特定地域向け音声利用 IP通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

目次 

第１章 

～ （略） 

第10章 

第11章 雑則 

第49条 

～ （略） 

第58条 

第59条 電話帳の発行 

第60条 番号案内 

第61条 

～ （略） 

第63条 

第12章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 重複掲載料 

第４表 （略） 

附則 

目次 

第１章 

～ （略） 

第10章 

第11章 雑則 

第49条 

～ （略） 

第58条 

第59条 電話帳の発行 

第60条 削除 

第61条 

～ （略） 

第63条 

第12章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

通則 

～ （略） 

第２表 

第３表 削除 

第４表 （略） 

附則 

（番号案内） 

第60条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又

は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内（以下「番

号案内」といいます｡）を行います。 

２ 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約

約款第99条（電話番号案内）から第101条（相互接続番号案内に係る料金の取扱い）の

規定に準じて取り扱います。 

（注）番号案内の利用に当たっては、契約者回線から「104」をダイヤルして行う通信の

発信に際して、その契約者回線に係る契約 

 

第60条 削除 

 



新旧対照 

旧 新 
 

（番号情報の提供） 

第61条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な情報（第59条（電

話帳の発行）及び第60条（番号案内）の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略す

ることとなった特定地域向け音声利用ＩＰ通信網契約に係る情報を除きます。）をいい

ます。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベース（番号情

報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条におい

て同じとします。）に登録します。 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内

を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限ります。）に提供

することについて、同意していただきます。 

（番号情報の提供） 

第61条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な当社が別に定める

情報をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベー

ス（番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下同

じとします。）に登録します。 

 

 

２ 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内

を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社及び当社が別に定める者に限りま

す。）に提供することについて、同意していただきます。 

 

 

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接

続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利

用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 

（注４）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める情報は別記６に定めるところによりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定し

てその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 

（注３）当社が番号情報を利用して提供する電話帳は、別記５に定めるところによりま

す。 

（注４）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン（平成16年総務省告示第695号）」等の法令に違反して番号情報を目的外

等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を

行います。 



新旧対照 

旧 新 
 

別記 

１ 

～ （略） 

５ 

６ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳（以下「電話帳」とい 

います。）に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。 

⑵ 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービ 

スの加入電話の場合に準ずるものとします。 

⑶ 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表（重複 

掲載料）に規定する料金の支払いを要します。 

７ 

～ （略） 

11 

11の２ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場

合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第35条（基本料金の

支払義務）から第39条（線路設置費の支払義務）までの規定、第60条（番号案内）の

規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払い

を要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料

金表に定める料金又は工事に関する費用（当社が請求した料金又は工事に関する費用

の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要

するものとされている額との差額を含みます。）の支払いを要します。ただし、当社が

別に定める場合は、請求しないことがあります。 

12 

～ （略） 

23 

別記 

１ 

～ （略） 

５ 

６ 電話帳 

⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき提供される電話帳（以下「電話帳」とい 

います。）に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。 

⑵ 番号情報及び電話帳に関する取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合

に準ずるものとします。 

 

 

７ 

～ （略） 

11 

11の２ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場

合の取扱い 

契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第35条（基本料金の

支払義務）から第39条（線路設置費の支払義務）までの規定その他この約款の規定に

より料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額

よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に

関する費用（当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により

料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との

差額を含みます。）の支払いを要します。 

ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。 

12 

～ （略） 

23 



新旧対照 

旧 新 
 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

11 

 （消費税相当額の加算） 

12 第35条（基本料金の支払義務）の規定から第39条（線路設置費の支払義務）の規

定、第60条（番号案内）の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は

工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に

消費税相当額を加算した額とします。 

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません 

（注１） 

 ～ （略） 

（注３） 

13 （略） 

料金表 

 

通則 

 

１ 

～ （略） 

11 

 （消費税相当額の加算） 

12 第35条（基本料金の支払義務）の規定から第39条（線路設置費の支払義務）の規定

その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要

するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とし

ます。 

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません 

（注１） 

 ～ （略） 

（注３） 

13 （略） 

第１表 料金（重複掲載料及び附帯サービスに関する料金を除きます。） 

第１類 

～ （略） 

第３類 

第１表 料金（附帯サービスに関する料金を除きます。） 

第１類 

～ （略） 

第３類 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに 500円(税込価格 550円) 

第３表 削除 

 附 則（令和８年３月25日企営第155500000890号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

（番号案内の終了） 

２ 当社は、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している番号案

内（104番）の提供を終了することとします。 

 （経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


